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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月29日(2018.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体管腔に配置するための治療カテーテルであって、
　拡張可能な構造体と、
　１またはそれ以上の第１貫通孔および１またはそれ以上の第２貫通孔が設けられた壁を
有する細長い中空シャフトであって、前記１またはそれ以上の第１貫通孔が、前記１また
はそれ以上の第２貫通孔から軸方向に間隔を置いて配置され、当該細長い中空シャフトが
近位端部分および遠位端部分を有し、前記拡張可能な構造体が当該細長い中空シャフトの
遠位端部分の周囲に配置され、前記１またはそれ以上の第１貫通孔が前記拡張可能な構造
体の下に存在し、かつ前記１またはそれ以上の第２貫通孔が前記拡張可能な構造体よりも
近位側に位置する、細長い中空シャフトと、
　前記細長い中空シャフトの外面に沿って配置されたスリーブであって、第１軸方向位置
と第２軸方向位置との間で移動可能であり、前記１またはそれ以上の第２貫通孔を介して
前記管腔内に治療薬が流れるのをそれぞれ阻止または許容するスリーブと、
　前記細長い中空シャフトの内側ルーメン内に配置されたシールユニットを有する細長い
ワイヤであって、前記シールユニットが、前記拡張可能な構造体の下に少なくとも部分的
に配置され、かつ第１軸方向位置と第２軸方向位置との間で移動可能であり、前記１また
はそれ以上の第１貫通孔を介して、前記拡張可能な構造体のキャビティと前記中空シャフ
トの内側ルーメンとの間に膨張媒体が流れるのをそれぞれ許容または阻止し、前記第１軸
方向位置が前記第２軸方向位置よりも遠位側に位置する、細長いワイヤとを備えることを
特徴とする治療カテーテル。
【請求項２】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記シールユニットよりも近位に位置する細長いワイヤの断面積は、前記細長い中空シ
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ャフトの内側ルーメンの断面積よりも小さいことを特徴とする治療カテーテル。
【請求項３】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長い中空シャフトが金属から形成されることを特徴とする治療カテーテル。
【請求項４】
　請求項３に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長い中空シャフトがハイポチューブを含むことを特徴とする治療カテーテル。
【請求項５】
　請求項３に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長い中空シャフトが、０．０２５インチと０．０３５インチとの間の外径を有す
ることを特徴とする治療カテーテル。
【請求項６】
　請求項５に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長い中空シャフトの壁が、０．００４インチと０．００６インチとの間の厚さを
有することを特徴とする治療カテーテル。
【請求項７】
　請求項５に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長い中空シャフトの遠位部分が、当該遠位部分の可撓性を高めるために、外面に
延びる複数の切り込みを含むことを特徴とする治療カテーテル。
【請求項８】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記シールユニットの外面と前記細長い中空シャフトの内面との間に圧縮嵌めが存在す
ることを特徴とする治療カテーテル。
【請求項９】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記スリーブと前記細長い中空シャフトの外面との間に圧縮嵌めが存在することを特徴
とする治療カテーテル。
【請求項１０】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記シールユニットが、前記細長いワイヤの外面の長さに沿って配置されたエラストマ
ー材料を含み、前記エラストマー材料が、前記細長いワイヤの外面の凹部内に存在するこ
とを特徴とする治療カテーテル。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長いワイヤの外面が、前記細長いワイヤへのエラストマー材料の付着力を高める
ために粗面化されていることを特徴とする治療カテーテル。
【請求項１２】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記シールユニットが、近位端および遠位端を備え、前記細長いワイヤには、前記シー
ルユニットの近位端に隣接する第１放射線不透過性マーカと、前記シールユニットの遠位
端に隣接する第２放射線不透過性マーカとが設けられていることを特徴とする治療カテー
テル。
【請求項１３】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記スリーブの遠位端に第３放射線不透過性マーカが設けられていることを特徴とする
治療カテーテル。
【請求項１４】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長いワイヤ、前記シールユニットおよび前記細長い中空シャフトの遠位端のうち
の１またはそれ以上に、第１軸方向位置と第２軸方向位置との間で前記シールユニットの
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軸方向の移動範囲を定める止め要素が設けられていることを特徴とする治療カテーテル。
【請求項１５】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記細長いワイヤが、前記シールユニットよりも遠位方向に延びる端部セグメントを備
え、前記端部セグメントが、前記治療カテーテルが身体管腔の少なくとも一部分を通して
自動誘導されるのに十分な長さを有することを特徴とする治療カテーテル。
【請求項１６】
　請求項１に記載の治療カテーテルにおいて、
　前記拡張可能な構造体が、膨張可能な膜を含むバルーンであり、前記バルーンの近位部
分に沿って配置された膨張可能な膜の少なくとも一部分が多孔性であることを特徴とする
治療カテーテル。
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